
○令和8年4月1日施行

区分
項目
番号 評価項目 条件 評価基準

事業主・経営責任者の発信 1 経営者が従業員の健康増進等に努める意思を宣言し明文化していること。 している 必須

法令遵守・リスクマネメネジメント 2
申請年度の前年4月1日から申請日までに労働基準法、労働安全衛生法など、従業員の健康管理に関連する法令等
で違反をしていないこと。

違反していない 必須

3 従業員の健康増進を図るための組織的位置づけがある、又は担当者を設置していること。 している 必須

4 従業員の健康増進を図るため、健康に関する研修会や健康情報の配信などの取組を実施していること。 している 必須

5 従業員の食生活改善又は運動機会を増加させる取組をしていること。 している 必須

6 「ふくしま健民アプリ」を利用した取組を行っていること。 行っている 必須

7 事業所全てでの敷地内完全禁煙又は屋内完全禁煙、禁煙支援策の実施など禁煙に関する取組をしていること。 している 必須

8 超過勤務の縮減や休暇の積極的な取得等に関する取組をしていること。 している 必須

9 心の健康保持・増進に関する取組、又は女性の健康に関する取組をしていること。 している 必須

10 年１回の定期健診及び４０歳以上の特定健診受診率を把握していること。 している 必須

11
保険者からの求めに応じて、従業員の健康診断データを提供している（または提供依頼書等により提供の意思表示
を行っている）こと。

している 必須

12 ストレスチェックを実施していること。 している
従業員50人以上事業所のみ
必須

13 健康課題への取組の成果をデータで確認していること。 している 必須

14 健康課題への取組結果から、今後の取組方針を考えていること。 している 必須

その他 15
保険者のふくしま健康経営優良事業所認定の推薦基準において、評価点数が５０人上の事業所で総合計の７割以
上、５０人未満の事業所で合計の６割以上であること。

している 必須

ふくしま健康経営優良事業所認定基準

健康経営推進体制

心と身体の健康づくりの具体策

健康課題の把握

取組結果


